
 
支払基金統一事例 

【 投薬 】 

 

８１９ シロスタゾールとチクロピジン塩酸塩製剤（慢性動脈閉塞症等）の

併用投与について 

 

《令和８年４月３０日》 

 

○ 取扱い 

 

慢性動脈閉塞症、閉塞性血栓血管炎（バージャー病）又は閉塞性動脈硬化症

に対するシロスタゾール（プレタールＯＤ錠等）とチクロピジン塩酸塩製剤

（パナルジン錠等）の併用投与は、原則として認められる。 

また、以下の医薬品との複数投与も原則として認められる。 

 

※ サルポグレラート塩酸塩（アンプラーグ錠等）、リマプロストアルファデクス

錠(オパルモン錠等)、イコサペント酸エチルカプセル（エパデールＳ等)、ベラプ

ロストナトリウム錠 （ドルナー錠等） 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

シロスタゾール（プレタールＯＤ錠）及びチクロピジン塩酸塩製剤（パナル

ジン錠）は共に抗血小板薬である。前者の添付文書の作用機序に、「セロトニ

ン放出を抑制するが、セロトニン、アデノシンの血小板への取り込みには影響

を与えない。また、トロンボキサンＡ2による血小板凝集を抑制する」、「血

小板及び血管平滑筋ＰＤＥ3(cGMP-inhibited phosphodiesterase)活性を選択

的に阻害することにより、抗血小板作用及び血管拡張作用を発揮する」とされ、

一方、後者は「血小板のアデニレートシクラーゼ活性を増強して血小板内ｃＡ

ＭＰ産生を高め血小板凝集能・放出能を抑制する」とされており、両者の作用

機序は異なる。 

以上のことから、慢性動脈閉塞症、閉塞性血栓血管炎（バージャー病）又は

閉塞性動脈硬化症に対するこれらの医薬品の併算定は、原則として認められ

ると判断した。 

また、同様に上記※に記載した抗血小板薬についても、それぞれの作用機序

から、複数投与は原則として認められると判断した。 
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